
港
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
） 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

区
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
三
号
の

規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

区
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の
規

定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

区
長
が
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
を

優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の

提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ

き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
と
き
。 

 

 

二 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連

携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
。 

 

５ 

前
項
の
場
合
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
家

庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
入
所
定
員
が
二
十
人
以
上
の
施
設
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

５ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
入
所
定
員
が
二
十

人
以
上
の
施
設
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
区
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
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る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
） 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
） 

第
三
十
八
条 

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。 

第
三
十
八
条 

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）

の
乳
幼
児
の
保
護
者
が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合
、
保
護
者

の
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
身
体
上
、
精
神
上
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家

庭
に
お
い
て
乳
幼
児
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
等
に
お
け
る
当
該
乳

幼
児
に
対
す
る
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
居
宅

訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必
要
性
が
高
い
と
区
長
が
認
め
る
乳
幼
児
に
対
す

る
保
育 

四 

母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）

の
乳
幼
児
の
保
護
者
が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況
を
勘
案
し
、

居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必
要
性
が
高
い
と
区
長
が
認
め
る
乳
幼
児
に

対
す
る
保
育 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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